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〇
人
事
委
員
会
規
則

職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
七
日大

分
県
人
事
委
員
会
委
員
長

石

井

久

子

大
分
県
人
事
委
員
会
規
則
第
三
十
九
号

職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
大
分
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
十
四
条
第
一
項
中
第
十
三
号
を
第
十
四
号
と
し
、
第
十
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
三

法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
る
非
常
勤
職
員
を
も
つ
て
補
充
し
よ
う
と
す
る
職

第
四
十
二
条
第
一
項
第
一
号
中
「
並
び
に
同
項
第
五
号
」
を
「
、
同
項
第
五
号
」
に
改
め
、
「
及
び
技
能

労
務
職
群
」
の
下
に
「
の
職
並
び
に
同
項
第
十
三
号
に
規
定
す
る
非
常
勤
職
員
を
も
つ
て
補
充
し
よ
う
と
す

る
職
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
並
び
に
」
を
「
及
び
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
人
事
委
員
会
が
報
告
の
必
要
が
な
い
と
認
め
た
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
九
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
人
事
委
員
会
告
示

大
分
県
人
事
委
員
会
告
示
第
四
号

職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
二
年
大
分
県
人
事
委
員
会
告
示
第
一
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
七
日大

分
県
人
事
委
員
会
委
員
長

石

井

久

子

第
二
十
一
条
中
第
二
号
を
第
三
号
と
し
、
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二

規
則
第
四
十
二
条
第
一
項
第
一
号
に
よ
る
非
常
勤
職
員
を
も
つ
て
補
充
し
よ
う
と
す
る
職
へ
の
採
用

に
つ
い
て
は
、
非
常
勤
職
員
採
用
選
考
報
告
書
（
第
二
十
四
号
様
式
）

第
二
十
三
号
様
式
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。

目

次

平
成
二
十
八
年

（ 火 曜 日 ）

号

外

一
五
二

十
二
月
二
十
七
日

毎
週

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）
発
行
人

大

分

県

編
集

佐
伯
印
刷
㈱

（
定
価

一
箇
年

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
七
日

大
分
県
報
号
外
（
人
事
委
規
則
・
人
事
委
告
示
）

一



第
２４号

様
式
（
第
２１条

関
係
）

附

則

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
九
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
七
日

大
分
県
報
号
外
（
人
事
委
告
示
）

二


